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な
す
ま
ど
か 

 

世
界
一
に
輝
い
た
サ
ッ
カ
ー
日
本
女
子
代
表
の
な
で
し
こ
ジ

ャ
パ
ン
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
決
勝
の
ア
メ

リ
カ
戦
は
、
私
も
早
起
き
を
し
て
、
テ
レ
ビ
の
向
こ
う
の
選
手
た

ち
に
声
援
を
送
り
ま
し
た
。
手
に
汗
握
る
Ｐ
Ｋ
戦
。
優
勝
を
決
め

る
最
後
の
Ｐ
Ｋ
が
決
ま
っ
た
瞬
間
、
選
手
た
ち
が
抱
き
合
い
、
喜

ぶ
姿
に
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。 

し
か
し
こ
の
時
、
優
勝
を
喜
び
あ
う
日
本
の
輪
と
は
違
う
方
向

に
歩
き
始
め
た
選
手
が
い
ま
す
。
同
点
ゴ
ー
ル
を
決
め
、
延
長
戦

の
澤
選
手
の
ゴ
ー
ル
を
ア
シ
ス
ト
し
た
宮
間
選
手
で
す
。
宮
間
選

手
は
、
ア
メ
リ
カ
選
手
の
側
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
、
激
戦
を
終

え
た
相
手
を
称
え
ま
し
た
。
サ
ッ
カ
ー
に
限
ら
ず
ス
ポ
ー
ツ
は
己

の
技
術
や
精
神
を
磨
き
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
練
習
を
重
ね
た
相

手
と
勝
敗
を
決
し
ま
す
。
人
の
心
を
引
き
付
け
る
シ
ー
ン
、
そ
し

て
感
動
が
生
ま
れ
る
の
も
、
素
晴
ら
し
い
相
手
が
あ
っ
て
の
こ
と

で
す
。
相
手
に
敬
意
を
表
す
る
姿
勢
を
最
後
ま
で
見
せ
た
宮
間
選

手
の
姿
に
、
世
界
一
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
優
勝
と
は
ま
た
違
う
感
動
を
与
え
て
く

れ
た
選
手
た
ち
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
熊
本
の
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
「
ロ
ア
ッ
ソ
熊
本
」
も
、

現
在
、
全
国
の
チ
ー
ム
と
熱
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
ま
す
。
生
の
観

戦
は
迫
力
も
感
動
も
テ
レ
ビ
と
は
違
い
ま
す
。
ス
タ
ジ
ア
ム
に
足

を
運
び
、
力
い
っ
ぱ
い
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

幸山市長はさくらカード事業など 12 事業（下表参照）を「外部

評価会議」に掛け、来年度以降の予算編成の参考にすることを表明

しました。議会にも、なぜこれらの事業が見直しの対象として選定

されたのか一切説明がありません。本来、「事業評価」は、関係者

をはじめ市民の意見を聞くことが大前提です。一方的に見直す項目

を選定し、市職員の説明も含め、2 日間、わずか 1 時間ごとの審議

で結論を導き出す予定です。「外部評価会議」は、市民参加を謳っ

た「自治基本条例」の精神にも反する手法ではないでしょうか。 

見直しが必要な事業に「さくらカード」などがあげられました。なぜ、市民に

喜ばれている事業が対象となったのかも説明されていません。 

１事業あたりにかける審議時間は説明も合わせわずか１時間。短時間で、いっ

たい何が評価できるのでしょうか？関係者や分野ごとの専門家などからの声を

聞き、市民参加で、時間をかけて、評価を行うべきではないでしょうか。 

「外部評価」の出発点は、更なる「行財政改革」を進めることです。これでは、

採算性が重視される一方で、市民サービスの削減につながりかねません。 



所沢市議会に学ぶ市民参加・連携を重視した「議会改革」 
熊本市議会活性化特別委員会は、7 月 19 日所沢市議会を視察しました。

｢議会基本条例｣制定について、副議長と市議会議員からの説明を受け、質

疑・意見交換を行いました。日本共産党から益田牧子議員が参加しました。 

所沢市議会基本条例は、前文で、「議会及び議員は、より一層の市民から

の信頼に応えるため、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会

諸活動への市民の参加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由闊達な

議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極

的に行っていかなければならない」と目的を明記しています。 

条例の制定過程においても、公聴会の開催、パブリックコメント、ミニシン

ポ開催など市民との直接的な意見交換を実施しています。熊本市議会でも

「市民参加｣｢議会の自由闊達な論議｣など学ぶべき点が多くありました。 

請願・陳情の取扱に雲泥の差 

所沢市議会では、請願・陳情を市

民からの政策提案として位置づけ、議

会活動への市民参加機会として重視

しています。市民が発言する説明席も

用意されています。請願者を「参考

人」として要請し、意見交換をしたケ

ースもあったそうです。趣旨説明は、

議事録にも掲載されています。 

熊本市議会では、請願・陳情の趣

旨説明は希望者には、認められてい

ます。しかし、委員長から「簡潔にお願

いします」と言い渡され、市民は、立っ

たままの説明でモニターにも放映さ

れず、議事録にも掲載されません。

請願・陳情の取扱では、雲泥の差があ

り、改善は、急務と実感しました。 

所沢市議会基本条例の主な内容（2009 年 3 月制定） 

＊ 議会報告会：議会全体として、審議の内容や過程を説明、市民からの

意見などを聴取し、市政に反映させる。 

＊ 「パブリックコメント」の実施：市政に関する基本的な政策に当たっ

ては、市民が意見を提出する機会として活用。 

＊ 一問一答方式：議員から市長等に対する 

議案質疑および一般質問は、市政の課題 

に関する論点や争点を明確にするため活 

用できる 

＊ 反問権：市長などに、議長や委員長の許 

可により、質問した議員にその論点整理の 

ために、逆質問できる。 

＊ 議員間の自由討議：議案審議等の場合、 

議員間で、自由闊達な論議を行うよう努め、審議や論議を尽くす。 

＊ 議会への情報提供：政策の提案者である市長等は、政策提案に至っ

た経緯・理由、他の自治体との類似政策の比較検討などの情報を提供 

＊ 議員研修の充実強化：議員の資質向上のため、議員研修を充実強化 

＊ 付属機関の設置：審査、諮問、調査のため必要がある場合、別に条例

で定めて設置。 

 

 

 

 

熊本市議会でも「対面方式」で一般質問を！ 
所沢市議会では、一般質問も毎議会可能（質問・答弁併せて 1 時間）で、

す。3月議会では、36名中 26名の議員が質問を予定していました。（震災支

援で実質は 15 名が質問）また、福井市議会を参考に、最前列中央に演台設

置し、一問一答方式を採用しています。 

一方、熊本市議会では、90分の質問時間がありますが、議員 1人・年 1回

と制約があります。また、本会議では、中央の演台から議員に向かい、一般質

問や質疑、討論を行っています。昨年からはじまった予算決算委員会では、演

台をおき、対面方式での質疑を行っています。ぜひ、本会議の一般質問・質疑

でも一問一答の対面方式を実現したいものです。 

 




